
－ 111 －

第４　環　境　事　業

１ ご み 処 理

２ し尿・浄化槽汚泥処理

３ 産 業 廃 棄 物



－ 112 －

１　ご　み　処　理

（１）概 要
　本市では、廃棄物処理法に基づき一般廃棄物処理

計画（ごみ処理基本計画）を策定し、区域内で発生

する一般廃棄物（ごみ）の適正処理に関し、収集運

搬、焼却等の中間処理および最終処分を安定的、継

続的に遂行し、市民の生活環境の保全と公衆衛生の

向上に努めている。

　昭和４６年９月に現在の廃棄物の処理及び清掃に

関する法律が施行された。これを受け本市は、昭和

４６年１０月より普通ごみの収集を無料化し、昭和

４８年１０月からは普通ごみの週２回収集を全市域

で実施している。

　また本市では、ごみ減量を図るため、様々な対策

を講じている。まず、平成９年４月からペットボト

ルの分別収集を開始し、平成１０年１０月に粗大ご

みの収集をそれまでの無料ステーション収集から電

話申し込みによる有料の戸別収集に切り替えた。そ

して平成１２年４月からはごみ出しルールの徹底を

図ってごみ袋を透明に変更し、平成１６年１０月か

らは発泡スチロール・白色トレイと廃食用油、平成

２０年４月からはペットボトルのキャップの回収を

開始した。また平成２６年８月からはボックス回収

による小型家電リサイクル事業を開始した。

　このようにごみと資源の分別の徹底を図ることに

よりリサイクルを促進するとともに、ごみの減量化

に努めている。

（３）許可業者の指導、監督
　事業活動にともなって、多量の一般廃棄物を排出

する事業所などを対象に、昭和４６年１０月から許

可業者による収集を実施し収集業務の能率化を図っ

ており、その指導監督には万全を期している。

　このほか、ビン、ペットボトル及びカンを再資源

化処理するために岐阜市リサイクルセンターを、粗

大ごみを破砕処理するために岐阜市東部クリーンセ

ンター内に粗大ごみ処理施設を、焼却残査を埋立処

分するために岐阜市大杉一般廃棄物最終処分場をそ

れぞれ整備し、廃棄物の適正処理を遂行している。

（４）処理・処分施設の現状
　ごみ焼却施設として、現在岐阜市東部クリーンセ

ンター、岐阜市掛洞プラント、岐阜羽島衛生セン

ターごみ処理施設（稼働停止）の３施設を備えている。

（２）ごみ量の推移
（単位：ｔ）

　区分

年度

市　　　　　　　　収　　　　　　　　集 民間収集 自己搬入
計

家庭系
ご　み

都市美化
ご　　み

学 校 ご み
（普通ごみ・
  生ごみ）

事業系
ご　み

生 活
系・事
業　系

普通
ごみ

粗大系
ごみ カン ビン・

ペット
小型
家電 乾電池 蛍光管 食用油 発泡

スチロール
プラスチック
容器包装

ペットボトル
のキャップ

平成 24 83,613 1,579 1,573 4,787 － 98 82 22 14 21 17 91,806 882 349 41,845 6,404 141,286
平成 25 82,777 1,678 1,591 4,862 － 95 78 22 14 21 14 91,152 939 345 41,288 6,729 140,453
平成 26 80,997 1,621 1,542 4,775 4 98 82 22 13 20 16 89,190 864 344 41,492 6,607 138,497
平成 27 80,078 1,550 1,378 4,859 12 94 76 22 13 21 15 88,118 713 338 41,817 6,635 137,621
平成 28 78,318 1,544 1,432 4,831 19 103 69 22 10 20 19 86,387 697 326 41,261 6,642 135,313
　都市美化ごみ、事業系ごみ、自己搬入には、それぞれ普通ごみ、粗大ごみ、資源ごみ等を含む。

（平成２９年４月１日現在）
業者数 収集件数 従業員 車両台数 年間収集量（ｔ）

9 5,525 151 95 41,261
焼　却　処　理　実　績 （平成２８年度）

焼却量（ｔ） 備　　考

東部クリーンセンター 109,889

掛 洞 プ ラ ン ト 19,473

合　　　計 129,362

現　　有　　処　　理　　処　　分　　施　　設　　名 （平成２８年度）
区　分 名　　　称 処理能力 仕　　　様 稼働開始年月

中
　
間
　
処
　
理

焼　却  ４５０ｔ / 日 旋回流型流動床焼却炉 平成１０年４月

破　砕  
東部クリーンセンター

　６０ｔ / ５ｈ ２軸せん断型破砕機
及び回転型破砕機

平成１０年４月
（平成２７年１０月の火災事
故により焼失したため、仮設
破砕機にて処理を継続中）

焼　却
掛洞プラント １５０ｔ / 日 全連続燃焼式ストーカ炉 昭和５４年４月

（平成１１年３月改修）
岐阜羽島衛生センター
ごみ処理施設 １８０ｔ / 日 全連続燃焼式流動床炉 平成７年４月

（平成２８年３月末で稼働停止）

選　別 リサイクルセンター
ビン　２８ｔ / ５ｈ 
カン　２０ｔ / ５ｈ 
ペット　５ｔ / ５ｈ

インクライン自動選別方式＋カレッ
ト手選別 スチール缶・アルミ缶自動
選別圧縮方式

平成９年４月
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（５）岐阜市東部クリーンセンター
　老朽化した老洞焼却場の代替施設として平成

６年度から建設を進め、平成１０年３月に完成、

同年４月から稼働した。余熱を利用した最高出

力７，０００ｋＷの発電設備を有し、場内使用

後の余剰電力を売電している。

　また、粗大ごみ処理施設並びにごみ問題を考える

学習の場として、芥見リサイクルプラザを設置し、

総合整備を図った。（平成２７年１０月の火災事故

により、粗大ごみ処理施設棟は焼失）

　さらに、平成２４年度から平成２７年度にかけて

基幹的設備改良工事を実施し、施設の延命化を図っ

ている。

　所 在 地　　芥見６丁目３６８番地

　敷地面積　　６０，３４４㎡

　　　　　　　　（駐車場、調整池含む）

　　ア　ごみ焼却施設
　　　　事 業 費　　２３，６５７，２５７千円

　　　　延床面積　　焼却棟　　１４，２４９．１６㎡

　　　　　　　　　　計量棟　　　　　１３６．０８㎡

　　イ　粗大ごみ処理施設
　　　　事 業 費　　２，６５３，２８０千円

　　　　延床面積　　４，２５３．８１㎡

　　ウ　管理棟・芥見リサイクルプラザ
　　　　事 業 費　　６１３，６７４千円

　　　　延床面積　　２，１４６．６８㎡

　　　（ア）芥見リサイクルプラザ

　　　　　１階　展示ギャラリー、リサイクル工芸室、

　　　　　　　　ふれあいサロン

　　　　　２階　研修室、会議室、ものしりコーナー

　　エ　その他
　　　一 般 駐 車 場　　１１３台

　　　見学バス駐車場　　　　４台

（６）岐阜市掛洞プラント
　昭和５４年３月に完成し、同年４月から稼働して

いる岐阜市掛洞プラントは、公害防止はもとより余

熱利用を行うなど、広く環境保全に留意した設計が

されている。当初日量３００ｔのごみを処理する施

設だったが、岐阜市東部クリーンセンターの完成に

伴い、平成１０年４月より日量１５０tの一炉運転

とした。さらに、ダイオキシン発生抑制の改良工事

を行い、また、平成２５年度から平成２６年度にか

けて基幹的設備改良工事を実施し、施設の延命化を

図っている。

　なお、平成１４年１２月から平成２１年１１月ま

で山県市のごみを受託処理した。

　　　所 在 地　　奥字掛洞３７５番地ほか

　　　事 業 費　　２，１０３，１３９千円

　　　敷 地 面 積　　８，６３２．００㎡（借地）

　　　建物延面積　　６，３５２．６８㎡

（７）岐阜羽島衛生センターごみ処理施設
　昭和４０年２月から、岐阜市及び羽島郡４町によ

る一部事務組合にてごみ処理施設を稼働していたが、

平成４年度から平成６年度にかけて施設の老朽化に

伴う改築工事を実施し、平成７年４月から新たな施

設にてごみ処理を行った。また、余熱を利用した浴

場を併設している。

　平成１４年度から羽島市が組合に加入し、平成

２２年度末には各務原市（旧川島町区域）が組合を

脱退したことにより、平成２３年度以降は、岐阜市、

羽島市及び羽島郡２町で施設を運営してきた。

　なお、平成２７年度末をもって現施設の稼働を停

止し、あわせて、次期ごみ処理施設建設に向けた取

り組みを進めている。

（８）岐阜市リサイクルセンター
　平成９年４月１日、容器包装リサイクル法施行に

伴い、ビンとカンに加え新たにペットボトルの分別

収集を開始（週１回）した。そのための施設として

岐阜市リサイクルセンターを整備し、再資源化処理

を開始した。

　平成２４年度にペットボトルの著しい普及・増加

に対応するため、施設の処理能力を４ｔ／日から５

ｔ／日へと強化した。

　　　所 在 地　　木田５丁目５５番地６

　　　事 業 費　　１，２８４，２２５千円

　　　敷 地 面 積　　４，４３４．６４㎡

　　　建物延面積　　２，８０１．９０㎡

（９）岐阜市大杉一般廃棄物最終処分場
　平成２３年３月に完成し、平成２４年１月から埋

立を開始した岐阜市大杉一般廃棄物最終処分場は、

区　分 名　　　称 埋立容量 仕　　　様 稼働開始年月

最
終
処
分

埋　立 大杉一般廃棄物最終処分場
（浸出水処理施設）

２７０, ０００㎥
アルカリ凝集沈殿処理
砂ろ過処理 平成２４年１月処　理　能　力

１８０㎥／日
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岐阜市東部クリーンセンター及び岐阜市掛洞プラン

トからの焼却残査を埋め立てしており、平成２８年

度は１４，７３５ｔを最終処分した。

　　　所 在 地　　大字山県岩字大杉奥洞１０４５番地

　　　事 業 費　　３，０７３，３８３千円

　　　造成面積　　　　　７５，０００㎡

　　　埋立面積　　　　　３３，０００㎡

　　　埋立容量　　　　２７０，０００㎥

（10）プラザ掛洞
　平成７年１０月３１日に岐阜市掛洞プラントのご

み焼却余熱（蒸気）を利用した本市初の地球環境に

優しい施設として開設し、市民の健康増進を図って

いる。

　なお、平成１８年度から指定管理者制度を導入し、

施設を管理している。また、平成２１年度からは利

用料金制度を導入している。

　　　所 在 地　　奥１丁目１０４番地

　　　事 業 費　　１，３６４，７５２千円

　　　敷 地 面 積　　１，８１５㎡

　　　建物延面積　　２，０９９．９９㎡

　　　施 設 内 容　　１Ｆ　温水プール、浴場

　　　　　　　　　　２Ｆ　会議室、事務室、和室休憩所

　　　指定管理者　　株式会社　技研サービス

　　　　　　　　　　（平成２９年４月１日現在）

（11）リフレ芥見
　平成１９年３月、男女を問わず、幅広い年齢層が

気軽にスポーツを楽しめるように、「心と体の健康

増進」をテーマとして開設した。

　なお、平成２１年度から指定管理者制度及び利用

料金制度を導入し、施設を管理している。

　　　所 在 地　　芥見６丁目２８３番地２

　　　事 業 費　　１，１０５，４６４千円

　　　敷 地 面 積　　１２，８７９㎡

　　　建物延面積　　２，６９３．４６㎡

　　　施 設 内 容　　・歩行浴プール棟（歩行浴プール、

　　　　　　　　　　　サウナ、トレーニングルーム、

　　　　　　　　　　　多目的ルーム、リラクゼーショ

　　　　　　　　　　　ンルーム、談話室）

　　　　　　　　　　・多目的ドーム（テニス、ゲート

　　　　　　　　　　　ボール、フットサル用）

　　　　　　　　　　・足湯

　　　　　　　　　　・芝生広場（滑り台、スプリング遊具）

　　　指定管理者　　株式会社　三和サービス

　　　　　　　　　　（平成２９年度４月１日現在）

（12）一般廃棄物処理施設の監視
　一般のごみやし尿を処理している一般廃棄物処理

施設について、環境衛生上問題のないよう立入検査

を実施し、監視業務を行っている。

２　し尿・浄化槽汚泥処理

（１）概 要
　本市では、生活排水処理基本計画に基づき、区域

内で発生する一般廃棄物（し尿及び浄化槽汚泥）の

収集及び処理を実施し、生活排水の適正な処理に努

めている。

　し尿は直営と委託により収集し、岐阜羽島衛生セ

ンターし尿処理施設で処理している。

　また、浄化槽汚泥は許可業者が収集し、岐阜市寺

田プラント及び岐阜羽島衛生センターし尿処理施設

で処理している。

（２）し尿収集戸数及び人員
（平成２９年４月１日現在）

区　分
定　　額　制 従　量　制

戸　数 人　員 対象数

直　営 450 838 318 

委　託（岐阜地域） 1,693 3,053 620 

委　託（柳津地域） 45 111 112

合　　計 2,188 4,002 1,050 

（４）公衆便所清掃 ( 平成２９年４月１日現在 )

区　分
所　管
施設数

清　掃　施　設　数

環境事業課 公園整備課

直営 委託 直営 委託

環 境 事 業 課 18 11 7 － －

公 園 整 備 課 305 2 15 － 288

計 323 13 22 － 288

（３）し尿処理手数料 （単位：円）

定 額 制 世帯員１人
１回につき 320 平 12. ４. １改正

従 量 制 １８ℓにつき 160 平 12. ４. １改正

臨時収集加算金 １回につき 1,200 平 12. ４. １改正
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（５）し尿・浄化槽汚泥処理施設
　　ア　岐阜市寺田プラント

　昭和４７年１１月完成以降、市内のし尿と一部

の浄化槽汚泥を処理していたが、平成１７年３月

に浄化槽汚泥専門処理施設として改造し、市内の

浄化槽汚泥の大部分を処理することとなった。

　また、平成２７年１０月には浄化槽汚泥の処理

能力の強化（１２０㎘／日から１６０㎘／日）や

運転システムの効率化を目的とした改造を行って

いる。

　　　　所 在 地　　寺田１丁目１１

　　　　完成年月日　　昭和４７年１１月１３日

　　　　事 業 費　　８７４，３７４千円

　　　　敷 地 面 積　　１３，１５５．８５㎡

　　　　処 理 方 式　　固液分離処理方式

　　　　処 理 能 力　　１６０㎘/日

　　　　　　　　　　（浄化槽汚泥処理）

　　イ　岐阜羽島衛生センターし尿処理施設
　昭和３８年１１月から岐阜市及び羽島郡４町に

よる一部事務組合にてし尿処理施設を稼働してお

り、昭和５６年の改築以降は現施設にてし尿処理

を行っている。

　平成２３年３月に各務原市（旧川島町）が組合

を脱退したのに伴い、現在は岐阜市、岐南町、笠

松町のし尿及び一部の浄化槽汚泥処理を行ってい

る。

　　　　所 在 地　　境川５丁目１４７番地

　　　　完成年月日　　昭和５６年３月３１日

　　　　事 業 費　　１，０２５，７９４千円

　　　　敷 地 面 積　　５，６１２．３０㎡

　　　　処 理 方 式　　改造型脱窒素処理方式

　　　　処 理 能 力　　１００㎘／日

　　　　　　　　　　　（し尿・浄化槽汚泥処理）

３　産  業  廃  棄  物

（１）指導等状況

　事業活動により発生する産業廃棄物は、排出者自

らが処理することが廃棄物処理法で義務付けられて

おり、自ら処理することができない場合は、許可を

得た産業廃棄物処理業者に委託して処理することと

なる。

　本市では、産業廃棄物の処理基準及び保管基準が

遵守されるよう、排出者の事業所に対する立入検査、

収去検査を行い、適正な委託契約締結及び適正なマ

ニフェスト管理等を指導している。

　また、排出者が処理を委託する産業廃棄物処理業

者に対して許可を与える際に、業者に対する資格審

査及び業者が使用する処理施設の構造基準、維持管

理基準に関する審査、その後の適正処理を担保する

ために許可業者の有する処理施設に対する立入検査

を行い、適正な収集運搬、処分に関する指導、勧告、

命令等を行っている。

　平成１８年１月からは「産業廃棄物情報管理シス

テム」を導入し、産業廃棄物処理業者の許可情報、

指導履歴及び処理実績等を統合的に管理し、情報の

共有や行政指導に活用している。

　さらに、建設リサイクル法、自動車リサイクル法

及びＰＣＢ特別措置法による啓発、指導、監督を

行っている。

（２）市北部における不法投棄事案
　事案発覚後の平成１６年度に現場及び周辺部で実

施した緊急調査及び詳細調査の結果、不法投棄され

た廃棄物は約７５.３万㎥と推定されたが、有害産

業廃棄物を含めて、建設系廃棄物以外のものは確認

されなかった。また、モニタリング調査の結果から

は、現場及び周辺部において深刻な環境汚染を疑う

ようなデータは確認されなかった。

　一方、対策については、不法投棄行為者に対して、

措置命令を発出し、排出事業者には撤去協力を要請

し自主撤去を進めた。

　その後、平成１８年度の追加調査により現場廃棄

物層内部での燃焼及び高濃度のダイオキシン類が確

認されたため、技術専門会議を設置し、「生活環境

保全上の支障等」を特定し、「処理対策」を検討し

た。

　技術専門会議の提言を受け、「特定産業廃棄物に

起因する支障の除去等に関する特別措置法」に基づ

し　尿　処　理　実　績　 （平成２８年度）

し尿（㎘）浄化槽汚泥（㎘） 備　　考

寺田プラント － 42,476

岐阜羽島衛生
セ ン タ ー
し尿処理施設

5,200 
（6,228）

3,265 
（11,224）

岐阜市分
（岐阜市・岐南町・笠松町）

合　　計 5,200
（6,228）

45,741
（53,700）

岐阜市分
（岐阜市・岐南町・笠松町）
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き、廃棄物層内部の燃焼を消火し、生成された高濃

度のダイオキシン類を除去するための「岐阜市北部

地区産業廃棄物不法投棄事案に係る特定支障除去等

事業実施計画」を策定し、平成２０年３月２５日に

環境大臣の同意を得て、同日、行政代執行による支

障除去等事業に着手した。

　平成２５年３月に支障除去等事業が完了し、技術

評価検討委員会からは「生活環境保全上の支障また

は支障のおそれは取り除かれた」との評価報告を受

けた。

　引き続き安心の確保を図るため、当面の間、モニ

タリング調査を実施するとともに、現場を廃棄物処

理法に基づく「指定区域」に指定し、監視を継続し

ている。

産業廃棄物処理業許可件数（平成２８年度）

（許可数）

区　　　分
収 集 運 搬 業 処　　　分　　　業

合　計
積替あり 積替なし 計 中間処理 最終処分

中間処理
最終処分

計

産 業 廃 棄 物 処 理 業
許 可 件 数

新規 ０ ０ ０ １ ０ ０ １ １

更新 ３ ０ ３ ７ ０ ０ ７ １０

変更 ０ ０ ０ １ ０ ０ １ １

特別管理産業廃棄物
処 理 業 許 可 件 数

新規 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

更新 １ ０ １ ０ ０ ０ ０ １

変更 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

合　　計

新規 ０ ０ ０ １ ０ ０ １ １

更新 ４ ０ ４ ７ ０ ０ ７ １１

変更 ０ ０ ０ １ ０ ０ １ １

産業廃棄物処理業の許可状況

（平成２９年３月３１日現在）

区　　　分
収 集 運 搬 業 処　　　 分 　　　業

合　計
積替あり 積替なし 計 中間処理 最終処分

中間処理
最終処分

計

産 業 廃 棄 物 処 理 業 ２１ ３ ２４ ３０ ０ １ ３１ ５５

特別管理産業廃棄物処理業 ３ ３ ６ ３ ０ ０ ３ ９

合　　計 ２４ ６ ３０ ３３ ０ １ ３４ ６４


